
長岡市公告第１４１号 
 

簡易評価型プロポーザル方式による業務の実施について（公告） 
簡易評価型プロポーザル方式による業務を実施するので、次のとおり公告します。 

 
 
  令和８年５月１１日 

 
長岡市長  磯 田 達 伸 
 

１ 実施方法 
今回実施する簡易評価型プロポーザル方式による業務は、長岡市総合窓口広告付き番号

案内表示システム設置等業務について参加希望者に企画提案書の提出を求め、その提案を

別に定める評価基準によって評価する方法により、最も適した提案者と協定を締結するも

のです。 
 

２ 業務概要 
（１）業務名称 長岡市総合窓口広告付き番号案内表示システム設置等業務 
（２）協定期間 令和９年１月１日から令和１３年１２月３１日まで 
（３）業務内容 「番号案内表示システム機器等仕様書」のとおり 

 
３ 参加資格要件 

このプロポーザルに参加しようとするものは、次のすべての要件に該当するものである

ことを要します。 
（１）過去３年以内に国又は地方公共団体に対し番号案内表示システムを無償で提供し

た実績があること。 

（２）次のいずれかに該当する団体又はその代表者ではないこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定（一般競争

入札の参加者の資格）に該当する者 

イ 本市から入札参加資格に係る指名停止の措置を受けている者 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）第21条の規定による再生手続開始の申立て

をしている者 

エ 法人税、県・市税、消費税又は地方消費税を滞納している者 

オ 次に該当するものが役員となっている者 

・ 破産者で復権を得ない者 

・ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終了した日又は執行を受けることがな

くなった日から２年を経過しない者 

・ 本市において懲戒免職処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

・ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え



る目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規

定する暴力団員を言う。以下同じ。）を利用していると認められる者 

・ 暴力団員と認められる者 

・ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等直接的

又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる

者 

・ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者 

カ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者 

キ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者 
ク その他法令に違反する等、本業務を実施する団体としてふさわしくない者 

（３）番号案内表示システムや広告モニターの不具合等、緊急時に速やかに点検及び修

理を行うため、新潟県内にサービス拠点（本社、支店又は営業所）があり、職員が

常駐していること。 

（４）ＪＩＳ Q ２７００１(ＩＳＯ２７００１、ＩＳＭＳ：情報セキュリティマネジメ

ントシステム)を取得していること。ただし、本システムをクラウドサービスで提供

し、かつ、個人情報を取り扱う場合に限る。 

 

４ 参加表明書兼誓約書の提出について 

  当該プロポーザルへの参加を希望する事業者は、次のとおり書類を提出してください。 

 （１）提出書類 

   ア 様式１「簡易評価型プロポーザル参加表明書兼誓約書」 

   イ 様式２「誓約書」（本市の入札参加資格名簿に登録済みの場合は不要） 

   ウ 様式３「会社概要」 

   エ 様式４「業務実績確認書」 

   オ 様式５－１「業務実施体制」、様式５－２「技術者の資格及び経歴」 

   カ 登記事項証明書（写し可。３か月以内のもの） 

   キ 納税証明書（本社：課税対象団体のみ） 

   ク 直近２か年間分の貸借対照表及び損益計算書 

 （２）提出期限 令和８年５月２２日（金曜日）午後４時まで（必着） 

 （３）提出方法 持参又は郵送（配達確認できるもので、提出期限日までに必着のこと。） 

 （４）提 出 先 〒９４０－８５０１ 

新潟県長岡市大手通１－４－１０ アオーレ長岡東棟１階 

長岡市総務部市民窓口サービス課 

電話 ０２５８－３９－２２４６ 

 

５ 質問書の受付及び回答について 

  ４により参加表明書兼誓約書を提出した者は、次のとおり質問することができます。 

 （１）提出書類 様式６「簡易評価型プロポーザルに関する質問書」 



 （２）提出期限 令和８年５月２５日（月曜日）午後４時まで 

 （３）提出方法 電子メールのみ（着信を必ず確認すること。） 

 （４）提 出 先 shimin_mado@city.nagaoka.lg.jp 

 （５）そ の 他 令和８年６月１日（月曜日）までに参加表明書を提出した者全員に、質

問者名を伏して電子メールにて回答します。 

 

６ 企画提案書等の提出について 

  当該プロポーザルの企画提案書等は、次のとおり提出してください。 

 （１）提出書類  

   ア 様式８「企画提案書表紙」 

   イ 様式３「会社概要」 

   ウ 様式４「業務実績確認書」 

   エ 様式５－１「業務実施体制」、様式５－２「技術者の資格及び経歴」 

   オ 様式任意「企画提案書」 

   カ 別紙１「番号案内表示システム機器等仕様書」 

   （様式３から５については、参加表明書提出の際に添付したものと同一のものを添

付すること。） 

 （２）提出期限 令和８年６月１２日（金曜日）午後４時まで（必着） 

 （３）提出方法 正本１部、副本１０部及び電子媒体を持参又は郵送（配達確認できる

もので、提出期限日までに必着のこと。） 

（４） 提 出 先 参加表明書兼誓約書の提出先と同じ（長岡市総務部市民窓口サービス

課）。 

 

10 選考方法 

  本市の職員で組織する選定委員会において、提出された応募書類の内容等の書類審査

及びプロポーザルを実施のうえ、評価基準により審査し、最優秀者を決定します。 

 

11 選考結果通知 

（１）選考結果は、参加者全員に通知します。 

（２）不採用の通知を受けた参加者は、通知を受けた日から起算して５日以内（土曜日、

日曜日及び祝日を除く。）にその理由の説明を書面で求めることができます。 

 

12 留意事項 

（１）このプロポーザル及びヒアリングの参加に要する費用は、全て参加者の負担とし

ます。 

（２）提出書類は理由のいかんに関わらず返却しません。 

（３）提出書類の著作権は、参加者に帰属します。ただし、本市がこのプロポーザルの

結果の報告等に必要となる場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとしま

す。 

（４）提出書類に記載された内容については、原則として、提出後の内容変更を認めま



せん。 

（５）提出書類は、このプロポーザル以外の目的には使用しません。 

（６）詳細は「長岡市総合窓口広告付き番号案内表示システム設置等業務簡易評価型プ

ロポーザル実施要領」によります。 


